
2002年，公立小学校に学校５日制が完

全導入されました。土曜日をカットした

分，年間の授業時数も削減されました。

2020年，学習内容が増加し，年間授業

時数も学校６日制の頃と同じ時数に増加

しました。土曜日の登校がない中で，土

曜日に登校していた時代と同じ授業時数

を確保しなければなりません。本年度で

カウントすると，年間で土曜日が４１回

ありました。かつて土曜日には３時間の

授業を行っていましたので，４１回の土

曜日で，１２３時間の授業時間が確保で

きていたことになります。

昨年度から小学校では，学校６日制の

頃よりも１２３時間少ない枠の中で，学

校６日制の頃と同じだけの授業時数を確

保する必要に迫られています。

お子様の教科書を手に取ってみてくだ

さい。その厚さに驚かれることでしょ

う。中身をご覧ください。凝縮された内

容の多さに驚かれることでしょう。これ

だけの内容を学習していかなければなら

ないのですから，授業時間が増加するの

も当然のことです。
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本日で２学期が終了します。２学期も感染症の影響で，計画通り行えない教育活動が

数多くありました。楽しみにしていた行事が不本意な形で実施されたとのご意見もいた

だいております。

新型コロナウイルス感染症が収束したら，全ての行事を以前の形で復活させることを

期待されている方もいらっしゃいますが，それは考えておりません。コロナ禍での経験

を生かし，豊富小学校の児童にとって本当に必要な教育活動を見極めていきます。ポス

トコロナ時代の新たな豊富小学校を創造してまいります。

学習ばかりの小学校生活にするわけでは

ありません。子供たちの成長に必要な行事

を大切にしていきます。しかし確保できる

時間は限定されています。これまで取り組

んできた行事を精選せざるを得ません。学

習をおろそかにするわけにはいきません。

下のグラフは不登校の要因を調べたグラ

フです。（ ）不登校の要因

として「学業の不振」が２１．８％を占め

ています。子供たちが生涯にわたりより良

く生きるために，十分な学習の時間を確保

しなければならないことは周知の事実で

す。それだけでなく，このグラフを見る

と，学業の不振は，子供たちにとって学校

に来られなくなるくらい辛い状態だという

ことがわかります。



限られた時間の中で，豊富小学校は，子

供たちの学習の機会を確実に保障していき

ます。そのためには，感染症に対応したこ

の２年間の経験を生かし，コロナ以前の教

育活動を大幅に見直していく必要がありま

す。

１月には，豊富小学校の新しい教育活動

の概要を紙面で保護者の皆様にお伝えしま

す。２月には，豊富小学校の改革に対して

ご質問やご意見をお持ちの保護者の皆様に

ご参集いただき，学校の考えを校長から直

接お伝えする場を設けたいと考えておりま

す。

ポストコロナの時代が確実に訪れます。

社会全般でニューノーマル（新しい常識）

の確立が切望されています。学校教育も例

外ではありません。伝統や旧来の常識にと

らわれず，限られた時間の中で，本当に大

切なものを大切にしていく教育を実現して

まいります。

来年度の秋季大運動会開催日に関するア

ンケートにご協力いただき，ありがとうご

ざいました。秋季大運動会は，多くの皆様

にご観覧いただき，ご声援をいただくこと

により，子供たちが学習の成果を実感でき

る貴重な教育活動の１つです。保護者の皆

様がご観覧しやすい日に実施したいと考

え，アンケートを実施させていただきまし

た。

アンケートの結果を受け，来年度の秋季

大運動会は，令和４年９月２４日（土）に

実施する見込みです。今後，市内の他の小

中学校と行事を調整し決定してまいりま

す。実施日が確定したところで皆様にお知

らせいたします。

冬休み中，次の場合には学校への連絡を

お願いします。

１ 児童が新型コロナに感染した時

２ 児童が濃厚接触者となった時

受診医療機関，症状，行動歴などをおた

ずねします。予めご承知おきください。

連絡先

豊富小学校 055-269-2012

電話がつながらない時は，

下記のアドレスへご連絡ください。

toyotomishogakkou@gmail.com
☆冬休み以降，このメールアドレスは使用できません。

県内における新型コロナウイルス感染症

の発生状況につきましては，現在は落ち着

いているものの，年末年始を迎えるにあた

り，再び感染者の増加も懸念されます。感

染の拡大を防ぐためには，家庭と学校との

連携が不可欠となります。

山梨県は，感染拡大防止を図るため，新

型インフルエンザ等対策特別措置法（第24

条第9項）に基づき，令和4年3月31日まで次

に掲げる感染拡大防止対策を要請していま

す。下にあるＱＲコードより詳しい内容を

ご覧いただくことができます。ご確認をお

願いします。
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